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第５ 泡消火設備の技術基準 

新旧対照表 

第 ８ 次 改 訂 版 根拠条文等・考え方 改 訂 案 根拠条文等・考え方 

Ⅰ 共通事項 

 １ （略） 

 ２ 水源等 

   水源等は，規則第 18 条第２項の規定によるほか，次によるこ

と。 

  ⑴ 泡消火設備と他の消火設備の水源を兼用する場合の有効水

量は，各設備毎の規定放水量に放水時分を乗じて得た水量を，

第２屋内消火栓設備の技術基準３⑴ア及びイ の規定を準用

して算出した水量以上とすること。◆ 

  ⑵ （略） 

 ３～７ （略） 

 ８ 移動式とすることができる場所 

   火災のとき煙が著しく充満するおそれのある場所以外の場所

とは，火災の際煙が有効に排除でき安全に初期消火を行うことが

できるとともに，避難時には主要な避難口を容易に見通すことが

でき，又は開口部から避難できる場所で，次に掲げる場所とする。 

  ⑴ 防護部分の壁面のうち，長辺の一辺の 全が常時外気に直接

開放されており，かつ，他の一辺について当該壁面の面積の２

分の１以上が常時外気に直接開放されている場合。 

    なお，開放部分は                       

                         ，次の

いずれも満たすものであること。（⑶を除き，⑵から⑹におけ

る開放部分についても同様とする。） 

ア～イ （略） 

⑵ 防護部分の壁面４辺の上部 50ｃｍ以上の部分（柱を除く。）

が常時外気に直接開放されている場合。◆ 

⑶ （略） 

⑷ 地上階にある防護区画で           ，当該防護

区画外から手動又は遠隔操作により容易に（一の動作又は操作

で可能であるものをいう。）開放することができる排煙上有効

な開口部分（外気に面する扉等）の有効面積の合計が床面積の

20％以上のもの。◆ 

なお，排煙上有効な開口部は，床面から天井（天井のない場

合は屋根）までの高さの２分の１以上で，かつ，床面から 1.8

ｍ以上の   こと。（⑸における「排煙上有効な開口部」に

おいても同様とする。） 

⑸ 天井（天井のない場合は屋根）の高さが５ｍを超える場合（駐

車場で機械装置により２段以上駐車する施設を除く。）◆ 

ア 排煙上有効な開口部を，床面積の 30 分の１以上確保する

こと。 

イ 排煙上有効な開口部は，床面から天井（天井のない場合は

屋根）までの高さの２分の１以上の部分に設けられているこ

と。 

ウ 開口部は，常時開放されているか，又は容易に（一の動作

又は操作で可能であるものをいう。）開放できる構造を有し

 Ⅰ 共通事項 

 １ （現行に同じ。） 

 ２ 水源等 

   水源等は，規則第 18 条第２項の規定によるほか，次によるこ

と。 

  ⑴ 泡消火設備と他の消火設備の水源を兼用する場合の有効水

量は，各設備毎の規定放水量に放水時分を乗じて得た水量を，

第２屋内消火栓設備の技術基準２⑵イ(ア)a 及び bの規定を準用

して算出した水量以上とすること。◆ 

  ⑵ （現行に同じ。） 

 ３～７ （現行に同じ。） 

 ８ 移動式とすることができる場所 

   火災のとき煙が著しく充満するおそれのある場所以外の場所

とは，火災の際煙が有効に排除でき安全に初期消火を行うことが

できるとともに，避難時には主要な避難口を容易に見通すことが

でき，又は開口部から避難できる場所で，次に掲げる場所とする。 

  ⑴ 防護部分の壁面のうち，長辺の一辺の全面が常時外気に直接

開放されており，かつ，他の一辺について当該壁面の面積の２

分の１以上が常時外気に直接開放されている場合。 

    なお，開放部分は，構造上必要な柱，はり等の部分及び空気

の流通に支障のない階段等を除くことができるものとし，次の

いずれも満たすものであること。（⑶を除き，⑵から⑹におけ

る開放部分についても同様とする。） 

ア～イ （現行に同じ） 

⑵ 防護部分の壁面４辺の上部 50ｃｍ以上の部分（柱を除く。）      

が常時外気に直接開放されている場合。◆ 

⑶ （現行に同じ） 

⑷ 地上階にある防護区画で，常時開放されているか，当該防護

区画外から手動又は遠隔操作により容易に（一の動作又は操作

で可能であるものをいう。）開放することができる排煙上有効

な開口部分（外気に面する扉等）の有効面積の合計が床面積の

20％以上のもの。◆ 

    なお，排煙上有効な開口部は，床面から天井（天井のない場

合は屋根）までの高さの２分の１以上で，かつ，床面から 1.8

ｍ以上の部分をいう（⑸における「排煙上有効な開口部」にお

いても同様とする。）。 

⑸ 天井（天井のない場合は屋根）の高さが５ｍを超える場合（駐

車場で機械装置により２段以上駐車する施設を除く。）◆ 

ア 排煙上有効な開口部を，床面積の 30 分の１以上確保する

こと。 

イ 排煙上有効な開口部は，床面から天井（天井のない場合は

屋根）までの高さの２分の１以上の部分に設けられているこ

と。 

イ 開口部は，常時開放されているか，又は容易に（一の動作

又は操作で可能であるものをいう。）開放できる構造を有し

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S50 消防安 65号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「長辺の一辺」の解釈の追加を行うもの。 

⑴本文に同趣旨の内容を追加して，⑵

以降に準用することとするため削除。 

⑷は，⑸イと同様に，常時開放の開口

部も当然適用可能なので追記する。 

「排煙上有効な開口部」の解釈について追

加する。 

移動式とできるかどうか，消火者の安全が

確保できるかどうかの趣旨から他の政令市

の基準等を参考としたもの。 

⑷部分に記載したので削除する。 

⑷の表現と合わせる。 
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新旧対照表 

第 ８ 次 改 訂 版 根拠条文等・考え方 改 訂 案 根拠条文等・考え方 

ていること。 

⑹～⑺ （略） 

  ⑻ 次のアからエの全ての基準に適合する多段式の自走式自動

車車庫。ただし，一層二段，二層三段及び三層四段の自走式自

動車車庫については，次のアからエの基準にかかわらず，それ

ぞれ「一層二段の自走式自動車車庫に係る消防用設備等の設置

について」（平成３年５月７日付消防予第 84号），「二層三段の

自走式自動車車庫に係る消防用設備等の設置について」（平成

６年６月 16 日付消防予第 154 号），「三層四段の自走式自動車

車庫に係る消防用設備等の設置について」（平成 12年１月７日

付消防予第３号）の例によることができる。 

   ア 建基法第 68条の 26に基づき，建基令第 108条の３第１項

第２号及び第４項に規定する国土交通大臣の認定を受けて

いること。 

   イ～エ （略） 

９～14 （略） 

Ⅱ 低発泡 

 １～３ （略） 

４ 飛行機又は回転翼航空機の格納庫に設ける固定式泡消火設備 

 ⑴～⑶ （略） 

 ⑷ 配管構造は，Ⅰ３によるほか，次によること。 

  ア～イ （略） 

  ウ 混合方式は，プレッシャープロポーショナー方式とするこ

と。ただし，小規模の防火対象物で ２⑷イ(ア)及び(イ)に該当

する場合は，乾式の単配管（ポンププロポーショナー方式）

とすることができる。◆ 

 ⑸ 起動装置 

 ２⑸ア及びイ(ア)を準用するほか，手動起動装置の操作部

は，放射区域ごとに受信機の設置場所及び放射区域の直近で操

作に便利な場所に集結してそれぞれ１個設けること。◆ 

 ５ 飛行機又は回転翼航空機の格納庫に設ける移動式泡消火設備 

 ⑴～⑵ （略） 

 ⑶ 配管等 

    ３⑵を準用する。★ 

 ⑷ 放射用器具 

    ３⑶を準用する。★ 

 ⑸ 泡放射用器具格納箱 

    ３⑷を準用する。◆ 

 ⑹ （略） 

（以下，省略） 

 

 

 

 

 

ていること。 

⑹～⑺ （現行に同じ） 

  ⑻ 次のアからエの全ての基準に適合する多段式の自走式自動

車車庫。ただし，一層二段，二層三段及び三層四段の自走式自

動車車庫については，次のアからエの基準にかかわらず，それ

ぞれ「一層二段の自走式自動車車庫に係る消防用設備等の設置

について」（平成３年５月７日付消防予第 84号），「二層三段の

自走式自動車車庫に係る消防用設備等の設置について」（平成

６年６月 16 日付消防予第 154 号），「三層四段の自走式自動車

車庫に係る消防用設備等の設置について」（平成 12年１月７日

付消防予第３号）の例によることができる。 

   ア 建基法第 68条の 25に基づき，建基令第 108条の３第１項

第２号及び第４項に規定する国土交通大臣の認定を受けて

いること。 

   イ～エ （現行に同じ。） 

９～14 （現行に同じ。） 

Ⅱ 低発泡 

 １～３ （現行に同じ。） 

４ 飛行機又は回転翼航空機の格納庫に設ける固定式泡消火設備 

 ⑴～⑶ （現行に同じ。） 

 ⑷ 配管構造は，Ⅰ３によるほか，次によること。 

  ア～イ （現行に同じ。） 

  ウ 混合方式は，プレッシャープロポーショナー方式とするこ

と。ただし，小規模の防火対象物でⅡ２⑷イ(ア)及び(イ)に該当

する場合は，乾式の単配管（ポンププロポーショナー方式）

とすることができる。◆ 

 ⑸ 起動装置 

Ⅱ２⑸ア及びイ(ア)を準用するほか，手動起動装置の操作部

は，放射区域ごとに受信機の設置場所及び放射区域の直近で操

作に便利な場所に集結してそれぞれ１個設けること。◆ 

 ５ 飛行機又は回転翼航空機の格納庫に設ける移動式泡消火設備 

 ⑴～⑵ （現行に同じ。） 

 ⑶ 配管等 

   Ⅱ３⑵を準用する。★ 

 ⑷ 放射用器具 

   Ⅱ３⑶を準用する。★ 

 ⑸ 泡放射用器具格納箱 

   Ⅱ３⑷を準用する。◆ 

 ⑹ （現行に同じ。） 

（以下，省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H27 法律第 54 号 

（建築基準法の一部を改正する法律）

により、該当部分が 26→25 に改正。 

 


